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は
じ
め
に

『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志
史
部
雑
伝
（
以
下
、『
隋
志
』
史
部
雑
伝
）
に
は
、
魏
晋
南

北
朝
期
に
編
纂
さ
れ
た
王
朝
史
と
は
か
か
わ
ら
な
い
個
々
の
人
物
を
対
象
と
し
た
伝

（「
耆
旧
伝
」・「
先
賢
伝
」・「
家
伝
」・「
高
士
伝
」
等
、
以
下
、
総
称
し
て
人
物
伝
）
が
数
多

く
収
載
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
本
稿
で
取
り
あ
げ
る
「
耆
旧
伝
」
や
「
先
賢
伝
」

と
い
っ
た
人
物
伝
は
三
四
種
を
数
え
る
。

「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
大
き
く
わ
け
て
二
つ
の
側
面
か
ら

言
及
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
一
つ
は
門
閥
を
重
視
す
る
社
会
に
お
け
る
社
会
的
政
治

的
地
位
向
上
の
手
段
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
そ
の
史
料
的
価
値
か

ら
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
見
解
の
根
底
に
は
、
劉
知
幾
『
史
通
』・『
隋
志
』
史
部
雑
伝
序
文
と
い
う

唐
前
半
期
に
成
っ
た
二
つ
の
見
方
が
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、地
域
名
を
冠
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
的
な
そ
の
名
か
ら
、劉
知
幾
が
『
史

通
』
雑
述
第
三
四①
で
、

　

 

汝
・
潁
奇
士
、
江
・
漢
英
靈
、
人
物
所
生
、
載
光
郡
國
。
故
鄕
人
學
者
、
編
而

記
之
。
若
圈
稱
陳
留
耆
舊
・
周
斐
汝
南
先
賢
・
陳
壽
益
都
耆
舊
・
虞
預
會
稽
典

錄
、
此
之
謂
郡
書
者
也
。（
中
略
）
郡
書
者
、
矜
其
鄕
賢
、
美
其
邦
族
、
施
於
本

國
、
頗
得
流
行
、
置
於
他
方
、
罕
聞
愛
異
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
郷
里
意
識
の
現
れ
、
各
地
域
に
お
け
る
自
己
顕
示
と
い
っ
た
意

図
を
持
つ
と
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
自
己
主
張
の
書
で
あ
る
と
の
見
解
は
、
そ
の

後
、
魏
晋
南
北
朝
が
門
閥
を
重
視
す
る
社
会
で
あ
っ
た
と
す
る
研
究
動
向
の
な
か
に

組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

い
ま
一
つ
は
、『
隋
志
』
史
部
雑
伝
序
文
に
、

　

 

後
漢
光
武
、
始
詔
南
陽
、
撰
作
風
俗
。
故
沛
・
三
輔
有
耆
舊
節
士
之
序
。
魯
・

廬
江
有
名
德
先
賢
之
讚
。
郡
國
之
書
、
由
是
而
作
。
魏
文
帝
又
作
列
異
、
以
序

鬼
物
奇
怪
之
事
。

康
作
高
士
傳
、
以
敍
聖
賢
之
風
。
因
其
事
類
、
相
繼
而
作

者
甚
衆
、
名
目
轉
廣
、
而
又
雜
以
虛
誕
怪
妄
之
說
。
推
其
本
源
、
蓋
亦
史
官
之

末
事
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
に
は
「
虛
誕
怪
妄
の
說
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
史
官
に
筆
の
す
さ
び
で
あ
っ
た
、
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
見

方
は
、
郷
里
を
誇
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
と
相
俟
っ
て
、
か

か
る
人
物
伝
が
史
料
的
価
値
の
低
い
も
の
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
す
に
い
た

る
。こ

れ
ら
見
方
は
、
そ
の
後
、「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
が
す
べ
て
散
佚
し
た
と
い
う

こ
と
と
も
あ
り
、
有
力
な
考
え
方
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る②
。

し
か
し
、『
隋
志
』
史
部
雑
伝
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
耆
旧
伝
」
や
「
先
賢
伝
」
と

い
っ
た
人
物
伝
は
、
後
漢
か
ら
東
晋
末
に
か
け
て
の
約
四
〇
〇
年
に
わ
た
り
編
纂
が

行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
が
同
じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
同
一
の
目
的
を

『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
に
つ
い
て

永　

田　

拓　

治



七
五

『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
に
つ
い
て

353

も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後

漢
・
三
国
・
西
晋
・
東
晋
時
代
は
単
に
王
朝
の
区
分
で
は
な
く
、「
耆
旧
伝
」「
先
賢

伝
」
編
纂
の
基
礎
と
な
る
郷
里
社
会
が
大
き
く
変
化
し
た
時
代
で
あ
り
、
各
地
域
の

社
会
の
段
階
と
、
そ
れ
に
よ
る
性
格
の
差
に
よ
っ
て
地
域
的
に
も
異
な
る
か
ら
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、こ
れ
ま
で
「
耆
旧
伝
」
や
「
先
賢
伝
」
に
つ
い
て
、

時
代
・
地
域
・
編
者
の
立
場
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
て
き
た③
。
そ
の
考
察

に
お
い
て
重
要
な
検
討
材
料
と
な
っ
た
の
が
、
各
種
「
耆
旧
伝
」
や
「
先
賢
伝
」
の

佚
文
の
存
在
で
あ
る
。『
三
國
志
』
裴
松
之
注
（
以
下
、
裴
注
）、『
世
說
新
語
』
劉
孝

標
注
と
い
っ
た
史
注
、
お
よ
び
『
北
堂
書
鈔
』・『
藝
文
類
聚
』
と
い
っ
た
類
書
に
は

少
な
か
ら
ぬ
佚
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
史
注
・
類
書
や
歴
代
書
目
か
ら
そ
の

名
が
知
ら
れ
る
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
は
七
八
種④
、う
ち
佚
文
の
存
在
が
確
認
で
き

る
も
の
は
四
七
種
あ
る
（【
附
表
一
】
参
照
）。

そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
佚
文
数
を
有
す
る
の
が
本
稿
で
取
り
あ
げ
る

『
汝
南
先
賢
傳
』
で
あ
る
。『
汝
南
先
賢
傳
』
は
、そ
の
佚
文
数
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

後
漢
期
に
編
纂
の
中
心
で
あ
っ
た
「
耆
旧
伝
」
か
ら
「
先
賢
伝
」
の
編
纂
へ
と
移
行

す
る
三
国
魏
に
お
い
て
編
纂
が
行
わ
れ
た
点
、
後
漢
期
に
お
い
て
潁
川
郡
と
と
も
に

中
心
的
な
郡
国
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
国
魏
期
に
は
、
そ
の
地
位
を
失
い

つ
つ
あ
っ
た
汝
南
郡
を
対
象
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
も
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
と

い
え
る
。
加
え
て
、
各
種
後
漢
史
、
范
曄
『
後
漢
書
』
列
伝
の
汝
南
出
身
者
の
記
事

と
多
く
の
類
似
点
が
あ
る
こ
と
も
本
伝
の
特
徴
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
、『
汝
南
先
賢
傳
』
を
考
察
対
象
と
し
、
そ
の
佚
文
集
成⑤
を
行
う

な
か
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、さ
き
に
挙
げ
た
二
つ
の
側
面
に
再
検
討
を
加
え
、

あ
わ
せ
て
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
の
佚
文
集
成
を
行
う
意
義
に
つ
い
て
も
言
及
し
た

い
。

第
一
章　
『
汝
南
先
賢
傳
』
に
つ
い
て

第
一
節　
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
と
周
斐

『
汝
南
先
賢
傳
』
に
つ
い
て
歴
代
書
目
を
見
て
み
る
と
、

　
『
隋
書
』
巻
三
三
経
籍
志
史
部
雑
伝
：
汝
南
先
賢
傳
五
卷
魏
周
斐
撰

　
『
舊
唐
書
』
巻
四
六
経
籍
志
上
乙
部
乙
部
史
録
雑
伝
類
：
汝
南
先
賢
傳
三
卷
周
裴
撰

　
『
新
唐
書
』
巻
五
八
藝
文
志
乙
部
史
録
雑
伝
記
類
：
周
斐
汝
南
先
賢
傳
五
卷

と
あ
り
、『
舊
唐
書
』
が
周
裴
撰
『
汝
南
先
賢
傳
』
三
巻
と
す
る
の
に
対
し
、『
隋
書
』・

『
新
唐
書
』
は
、
周
斐
撰
『
汝
南
先
賢
傳
』
五
巻
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
編
者
、
巻
数
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
編
者
名
に
つ
い
て
は
、

『
史
通
』
雑
述
に
、「
圏
稱
陳
留
耆
舊
・
周
斐
汝
南
先
賢
・
陳
壽
益
耆
舊
・
虞
預
會
稽

典
錄
、
此
之
謂
郡
書
者
也
」
と
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
現
存
す
る
佚
文
が
す
べ
て
周
斐

に
作
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
裴
」
は
、「
斐
」
の
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
巻
数
に
つ
い
て
は
、『
通
志
』
藝
門
略
第
三
に
も
、「
汝
南
先
賢
傳
五
巻
魏
周

斐
」
と
あ
り
、『
舊
唐
書
』
以
外
は
、
す
べ
て
五
巻
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
『
汝
南
先

賢
傳
』
の
巻
数
は
五
巻
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

つ
ぎ
は
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
編
者
の
周
斐
に
つ
い
て
史
書
に
立

伝
が
な
く
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
現
存
す
る
史
料
中
で
周
斐
の
名
が
み
え
る

も
の
は
管
見
の
限
り
わ
ず
か
四
条
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
四
条
の
史
料
を
手
が

か
り
と
し
て
、
そ
の
成
立
時
期
を
探
り
た
い
。

①
『
晉
書
』
巻
六
一
周
浚
伝

　

周
浚
字
開
林
、
汝
南
安
成
人
也
。
父
裴
（
斐
）、
少
府
卿
。

②
晁
載
之
『
續
談
助
』
巻
四
所
引
殷
芸
『
小
說
』
許
劭
別
伝⑥

　

 

汝
南
中
正
周
裴
表
稱
、
許
劭
高
節
遺
風
、
與
郭
林
宗
・
李
元
禮
・
廬
子
幹
・
陳

仲
弓
、
齊
名
。
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③
『
古
今
姓
氏
書
辯
証
』
巻
一
八
所
引
『
元
和
姓
纂
』⑦

　
 

汝
南
安
城
縣
、
周
安
平
王
次
子
秀
、

封
汝
川
、
因
家
焉
、
漢
汝
南
侯
周
仁
徙

汝
南
、
六
代
孫
燕
。
魏
周
斐
孫
浚
、
晉
揚
州
刺
史
、
生
顗
・
嵩
。

④
『
世
說
新
語
』
品
藻
篇
劉
孝
標
注
所
引
王
隠
『
晉
書
』

　

 

周
恢
字
弘
武
、
汝
南
人
。
祖
（
周
）
斐
、
永
寧
少
府
。
父
隆
、
州
從
事
。
恢
仕

至
秦
相
、
秩
二
千
石
。

ま
ず
史
料
①
か
ら
周
斐
は
汝
南
郡
安
成⑧
の
人
で
西
晋
の
周
浚
の
父
で
あ
り
、
そ
の

位
は
少
府
卿
（
三
品
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、こ
こ
で
は
周
裴
に
つ
く

る
が
、
本
稿
で
は
労
格
『
晉
書
校
勘
記
』
の
「
裴
當
作
斐
。
斐
汝
南
先
賢
傳
五
卷
」

と
の
指
摘
を
是
と
し
、
以
下
の
②
に
つ
い
て
も
「
斐
」⑨
と
し
て
論
を
す
す
め
る
。
ま

た
史
料
②
③
か
ら
周
斐
が
魏
の
汝
南
郡
中
正
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
周
斐
の
子
で
あ
る
と
さ
れ
る
周
浚
か
ら
考
察
を
加
え
た
い
。『
晉
書
』
巻

六
一
周
浚
伝
に
は
、

　

 

周
浚
字
開
林
、
汝
南
安
成
人
也
。
父
裴
（
斐
）
少
府
卿
。
浚
性
果
烈
、
以
才
理

見
知
、
有
人
倫
鑒
識
。
鄕
人
史
曜
素
微
賤
、
衆
所
未
知
、
浚
獨
引
之
爲
友
、
遂

以
妹
妻
之
、曜
竟
有
名
於
世
。（
周
）
浚
初
不
應
州
郡
之
辟
、後
仕
魏
爲
尙
書
郎
。

累
遷
御
史
中
丞
、
拜
折
衝
將
軍
・
揚
州
刺
史
、
封
射
陽
侯
。
隨
王
渾
伐
吳
、
攻

破
江
西
屯
戍
、
與
孫
皓
中
軍
大
戰
、
斬
僞
丞
相
張
悌
等
首
級
數
千
、
俘
馘
萬
計
、

進
軍
屯
于
橫
江
。（
中
略
）
遷
侍
中
。
武
帝
問
浚
、
卿
宗
後
生
、
稱
誰
爲
可
。
答

曰
、
臣
叔
父
子
恢
、
稱
重
臣
宗
。
從
父
子
馥
、
稱
淸
臣
宗
。
帝
竝
召
用
。
浚
轉

少
府
、
以
本
官
領
將
作
大
匠
。
改
營
宗
廟
訖
、
增
邑
五
百
戶
。
後
代
王
渾
爲
使

持
節
・
都
督
揚
州
諸
軍
事
・
安
東
將
軍
、
卒
于
位
。

と
あ
り
、
こ
の
史
料
か
ら
周
浚
の
活
動
年
代
、
お
よ
び
卒
年
が
推
定
で
き
る
。
ま
ず
、

活
動
年
代
で
あ
る
が
、
魏
朝
期
に
尚
書
郎
（
六
品
）
で
起
家
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

遅
く
と
も
魏
の
亡
ぶ
二
六
五
年
ま
で
に
は
任
官
適
齢
期
（
二
〇
才
以
上
）
に
達
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
二
七
九
年
の
伐
呉
の
際
に
は
、
王
渾
（
二
二
三
〜
二
九
七
。

七
五
才
卒
。
斉
王
正
始
中
（
二
四
〇
〜
二
四
八
）
に
大
将
軍
曹
爽
掾
（
七
品
）
起
家⑩
。『
晋
書
』

巻
四
二
）に
従
い
大
き
な
功
績
を
立
て
て
い
る
。
こ
の
同
時
期
に
活
躍
し
た
王
渾
の
事

例
よ
り
周
浚
の
起
家
年
代
を
推
定
す
れ
ば
、
王
渾
の
父
王
昶
も
三
品
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
お
そ
ら
く
同
時
期
の
正
始
中
に
起
家
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
そ
の
卒
年
で
あ
る
が
、
太
泰
三
年
（
二
八
六
）
に
王
渾
に
か
わ
り
使
持
節
、
都

督
揚
州
諸
軍
事
、
安
東
将
軍
と
な
り
、
位
に
卒
す
と
あ
る
の
で
、
二
八
九
年
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る⑪
。

　

な
お
、
魏
で
尚
書
郎
（
六
品
）
起
家
と
い
え
ば
、
賈
充
（
父
・
賈
逵
）、
衛

（
父
・

衛
顗
）、
杜
預
（
父
・
杜
恕
）
と
い
っ
た
魏
を
代
表
す
る
人
士
が
挙
げ
ら
れ
、
宮
崎
市

定
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
五
品
・
六
品
で
の
起
家
は
、
個
人
の
才
徳
だ
け
で
な
く

そ
の
背
景
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
周
斐
の
魏
朝
に
お
け
る
地
位

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る⑫
。
ま
た
六
品
起
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
周
浚
の
起
家

当
時
、周
斐
は
す
で
に
少
府
卿
（
三
品
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
両
者
の

年
齢
差
は
少
な
く
と
も
三
〇
才
以
上
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る⑬
。

加
え
て
、
生
没
年
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
周
浚
の
子
で
あ
る
周
顗
に
つ
い
て
も
み

て
お
き
た
い
。『
晉
書
』
巻
六
九
周
顗
伝
に
よ
れ
ば
、
周
顗
は
、
王
敦
が
乱
を
起
こ
し

た
永
昌
元
年
（
三
二
二
年
）
に
五
四
才
で
こ
の
世
を
去
っ
た
と
あ
る
の
で
、
生
年
が

二
六
九
年
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
ま
た
、『
晉
書
』
巻
六
九
周
顗
伝
に
は
、

　

 

周
顗
字
伯
仁
、
安
東
將
軍
（
周
）
浚
之
子
也
。（
中
略
）
州
郡
辟
命
皆
不
就
。
弱

冠
、
襲
父
爵
武
城
侯
、
拜
祕
書
郎
、
累
遷
尙
書
吏
部
郎
。
東
海
王
越
子

爲
鎭

軍
將
軍
、
以
顗
爲
長
史
。

と
あ
り
、
弱
冠
に
し
て
父
周
浚
の
爵⑭
を
襲
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
顗
と
周
浚
に

は
あ
る
程
度
の
年
齢
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
貴
族
制
社
会
を
考
え
る

う
え
で
重
要
な
指
標
と
な
る
秘
書
郎
（
六
品
）
で
起
家
し
て
い
る⑮
こ
と
か
ら
も
汝
南
安

城
の
周
氏
の
権
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、『
晉
書
』
巻
九
六
列
女
伝

周
顗
母
李
氏
伝
に
「
中
興
時
、（
周
）
顗
等
竝
列
顯
位
」
と
あ
り
、
ま
た
周
浚
が
李
氏
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に
求
婚
し
た
さ
い
に
、
李
氏
が
自
身
の
父
兄
に
対
し
、「
門
戶
殄
瘁
、
何
惜
一
女
、
若

連
姻
貴
族
、
將
來
庶
有
大
益
矣
」
と
、
周
氏
を
「
貴
族
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
裏
付
け
ら
れ
る
。

な
お
、
③
お
よ
び
④
の
周
恢
（『
晉
書
』
巻
六
一
周
浚
伝
に
は
「
臣
叔
父
子
恢
」
と
、
周

恢
は
周
浚
の
叔
父
の
子
と
あ
る
）
の
祖
で
あ
る
と
す
る
史
料
に
よ
れ
ば
、
周
斐
と
周
浚
は

父
子
で
は
な
く
、
祖
父
と
孫
の
関
係
と
な
る
。
た
だ
、
周
斐
が
魏
の
中
正
・
少
府
卿
で

あ
っ
た
こ
と
、
遅
く
と
も
周
浚
が
二
六
五
年
の
魏
禅
譲
以
前
に
起
家
し
て
い
た
こ
と
、

周
浚
の
子
で
あ
る
周
顗
が
二
六
九
年
に
は
出
生
し
て
い
た
こ
と
、お
よ
び
そ
の
年
齢
差

が
離
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
父
子
関
係
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る⑯
。

以
上
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
周
斐
と
周
浚
の
関
係
を
父
子
と
し
、
周
斐
が
魏

（
二
二
〇
〜
二
六
五
年
）
の
郡
中
正
・
少
府
卿
で
あ
っ
た
こ
と
、
周
浚
が
魏
禅
譲
の

二
六
五
年
以
前
に
尚
書
郎
で
起
家
（
少
な
く
と
も
二
〇
歳
以
上
）
し
て
い
る
こ
と
、
周

顗
の
出
生
年
（
二
六
九
年
）、
お
よ
び
周
顗
と
周
浚
と
に
年
齢
差
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど

か
ら
仮
に
周
顗
と
周
浚
の
年
齢
差
を
三
〇
〜
四
〇
才
と
し
て
考
え
る
と
、
周
浚
の
出

生
年
が
二
三
九
〜
二
二
九
年
ご
ろ
と
な
り
、
周
斐
の
活
躍
時
期
は
後
漢
末
か
ら
魏
の

初
期
に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
成

立
時
期
を
考
え
る
な
ら
ば
、
文
帝
（
二
二
〇
〜
二
二
六
年
）・
明
帝
（
二
二
六
〜
二
三
九

年
）
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節
『
汝
南
先
賢
伝
』
佚
文
集
成

『
汝
南
先
賢
傳
』
の
佚
文
集
成
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
方
法
を
用
い
た
。
一
つ
は
、

「
輯
本
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
汝
南
先
賢
傳
』
か
ら
の
載
録
、
い
ま
一
つ
は
史
注
・

類
書
か
ら
佚
文
を
収
集
す
る
方
法
で
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、『
五
朝
小
說
』・

『
說
郛
』
と
い
っ
た
六
種
の
「
輯
本
」
か
ら
六
三
条
、
一
九
種
の
史
注
・
類
書
等
か
ら

二
八
九
条
の
佚
文
を
載
録
し
、
四
六
名
の
立
伝
を
確
認
し
た⑰
。

既
述
し
た
よ
う
に
、『
汝
南
先
賢
傳
』
五
巻
は
す
で
に
散
佚
し
、
そ
の
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
五
巻
で
四
六
名
と
い
う
人
数
に
つ
い
て
は
、
西

晋
期
に
編
ま
れ
た
陳
寿
『
三
國
志
』
の
一
巻
あ
た
り
の
立
伝
者
数
の
平
均
が
四
か
ら

一
二
名
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
少
な
く
な
い
情
報
量
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
以
下
に
そ
の
立
伝
者
を
挙
げ
る
と
、
周
燕
、
周
盤
（
磐
）、
周
燮
、
周
乗
、
黄
穆
、

袁
安
、
袁

、
周
防
、
周
舉
、
陳
蕃
、

敞
、
許
劭
、
薛
勤
、
謝
甄
、
陳
曄
、
繆
彤
、

許
慎
、
袁
⑱

、
黄
憲
、
戴
良
、
李
鴻
、
李
篤
、
殷

、
薛
苞
（
包
）、
王
納
、
鄭
敬
、

黄
浮
、
郭
憲
、
范
滂
、
応
順
、
郭
亮
、
蔡
順
、
許
嘉
、
応
項
、
屈
霸
、
王
朔
、
王
恢
、

王
威
、
李
宣
、
陳
寔
、
胡
定
、
劉
巴
、
侯
瑾
、
葛
玄
、
介
象
、
王
渙
と
い
っ
た
後
漢

人
士
の
名
が
確
認
で
き
る
。
彼
ら
を
出
身
地
別
に
わ
け
る
と
、
周
斐
の
出
身
地
で
あ

る
安
城
の
出
身
者
が
五
名
と
最
も
多
く
、
汝
陽
・
召
陵
が
各
四
名
、
平
輿
・
慎
陽
・

上
蔡
が
各
三
名
、
西
平
・
陽
安
・
新
蔡
二
名
、
以
下
、
南
頓
・
細
陽
（
征
羌
）⑲
・
宋
・

朗
陵
が
各
一
名
、
お
よ
び
不
明
が
七
名
、
他
郡
が
七
名
と
な
る
。

後
漢
期
の
汝
南
郡
は
、『
續
漢
書
』
郡
国
志
に
よ
れ
ば
、「
汝
南
郡
三
十
七
城
、
戶

四
十
萬
四
千
四
百
四
十
八
、口
二
百
一
十
萬
七
百
八
十
八
。」
と
、永
和
五
年
（
一
四
〇
）

当
時
、
三
七
城
を
有
し
、
戸
数
約
四
〇
万
、
口
数
約
二
一
〇
万
と
、
南
陽
郡
に
次
ぐ

規
模
の
郡
で
あ
っ
た
。
以
下
、
属
県
を
挙
げ
る
と
、
平
輿
・
新
陽
・
西
平
・
上
蔡
・

南
頓
・
汝
陰
・
汝
陽
・
新
息
・
北
宜
春
・
谷
強
・

陽
・
期
思
・
陽
安
・
項
・
西
華
・

細
陽
・
汝
陽
・
呉
房
・

陽
・
慎
陽
・
慎
・
新
蔡
・
安
陽
・
富
波
・
宜
禄
・
朗
陵
・

弋
陽
・
召
陵
・
征
羌
・
思
善
・
宋
・
褒
信
・
原
鹿
・
定
潁
・
固
始
・
山
桑
・
城
父
で
、

『
汝
南
先
賢
傳
』
中
で
一
名
で
も
立
伝
が
確
認
で
き
る
の
は
、
一
三
県
で
、
そ
の
傾
向

は
、
平
輿
・
汝
陽
・
安
城
と
い
っ
た
郡
の
西
側
に
集
中
し
て
い
る
。

『
汝
南
先
賢
傳
』
の
内
容
に
つ
い
て
侯
康
は
『
補
三
國
藝
文
志
』
巻
三
史
部
雑
伝
類

（『
二
十
五
史
補
編
』
収
載
）
の
周
斐
『
汝
南
先
賢
傳
』
五
巻
の
条
で
、

　

 

諸
書
引
者
甚
多
、
如
周
乘
之
器
識
、

敞
之
貞
廉
、
黃
浮
・
李
宣
之
公
正
、
陳

華⑳
・
王
恢
之
義
烈
、
李
鴻
・
李
先㉑
・
殷

之
孝
友
、
許
嘉
之
志
節
、
郭
亮
之
幼

慧
、
薛
勤
之
知
人
、
史
傳
皆
佚
其
事
、
且
有
不
知
姓
名
者
。
胥
賴
此
書
以
傳
。
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と
、
多
く
の
書
が
『
汝
南
先
賢
傳
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
や
、
他
の
史
書
で
は
す

で
に
そ
の
事
蹟
が
伝
わ
ら
な
い
人
士
の
立
伝
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。な
お
、

周
乗
・
黃
浮
・
李
鴻
・
郭
亮
・
薛
勤
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
史
書
中
に
記
録
が
残

さ
れ
て
お
り
、『
汝
南
先
賢
傳
』
の
み
で
し
か
確
認
で
き
な
い
の
は
、
黄
穆
・

敞
・

陳
曄
・
李
篤
・
許
嘉
・
応
項
・
王
朔
・
王
恢
・
王
威
・
李
宣
の
一
〇
名
で
あ
る
。

以
上
、現
存
す
る
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
佚
文
か
ら
多
士
済
々
で
あ
っ
た
後
漢
期
の
汝

南
郡
の
状
況
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
周
斐
が
『
汝
南
先
賢
傳
』

を
編
纂
し
た
魏
朝
下
で
は
汝
南
人
士
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

た
。
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
范
曄
『
後
漢
書
』
で
は
三
一
名
の
汝
南
郡
出
身
者
が

立
伝
さ
れ
て
い
る
（
附
伝
者
を
除
く
）
の
に
対
し
、『
三
國
志
』
で
は
八
名
、
う
ち
「
魏

志
」
二
名
、「
蜀
志
」
二
名
、「
吳
志
」
四
名
と
、
魏
で
の
立
伝
者
が
き
わ
め
て
少
な
い

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
晉
書
』
で
も
両
晋
あ
わ
せ
て
も
わ
ず
か
に
六
名
の
立
伝
し
か
確

認
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、『
晉
書
』
巻
一
四
地
理
志
上
に
、「
魏
文
分
汝
南
立

弋
陽
郡
。
及
武
帝
受
命
、
又
分
潁
川
立
襄
城
郡
、
分
汝
南
立
汝
陰
郡
」
あ
り
、
魏
文
帝

が
汝
南
郡
を
分
か
ち
弋
陽
郡
を
立
て
、
西
晋
の
武
帝
も
ま
た
汝
南
郡
を
分
け
汝
陰
郡
を

立
て
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
国
魏
・
西
晋
に
お
い
て
汝
南
郡
の
規
模
が
縮
小
（「
統
縣

十
五
、
戶
二
萬
一
千
五
百
」『
晉
書
』
巻
一
四
地
理
志
）
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

加
え
て
重
要
な
要
因
と
し
て
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
つ
は
、『
三
國

志
』
の
「
蜀
志
」・「
吳
志
」
に
汝
南
郡
出
身
の
人
士
が
立
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
如

実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
貫
地
で
あ
る
汝
南
か
ら
離
れ
た
人
士
が
多
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。『
晉
書
』
巻
五
八
周
訪
伝
に
は
、「
周
訪
字
士
逹
、
本
汝
南
安
城
人
也
。

漢
末
避
地
江
南
、
至
訪
四
世
」
と
、
汝
南
郡
安
城
の
人
で
あ
る
周
訪
が
、
漢
末
に
戦

乱
を
江
南
に
避
け
た
と
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
、『
三
國
志
』
巻
二
六
満
寵
伝
に
、 

　

 

時
袁
紹
盛
於
河
朔
、
而
汝
南
紹
之
本
郡
、
門
生
賓
客
布
在
諸
縣
、
擁
兵
拒
守
。

太
祖
憂
之
。

と
、
汝
南
郡
は
曹
操
と
敵
対
し
た
袁
紹
の
本
貫
地
で
あ
り
、
当
地
に
は
袁
氏
を
慕
う

門
生
・
賓
客
が
多
く
存
在
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る㉒
。

こ
の
よ
う
に
『
汝
南
先
賢
傳
』
は
後
漢
末
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
大
き
く
郡
の
状

況
が
変
化
す
る
な
か
で
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
点
で
非
常
に
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
い

え
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
『
汝
南
先
賢
傳
』
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

意
図
を
も
っ
て
編
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
章　

 「
耆
旧
伝
」
か
ら
「
先
賢
伝
」
へ

　

―
『
汝
南
先
賢
傳
』
編
纂
の
意
図
―

第
一
節　

人
物
伝
研
究

宮
川
尚
志
氏
は
、「
六
朝
史
学
は
貴
族
の
史
学
」
で
あ
っ
た
と
し
、「
史
学
の
存
立

は
貴
族
の
手
中
に
あ
り
、
貴
族
の
関
心
す
る
所
が
多
く
史
書
に
反
映
し
て
い
る
。
即

ち
家
門
の
名
誉
と
栄
貴
と
を
宣
伝
し
誇
示
す
る
た
め
に
譜
学
・
家
伝
の
類
が
多
く
作

ら
れ
、
ま
た
家
門
の
血
統
の
一
つ
一
つ
の
環
で
あ
る
個
人
の
性
行
に
関
す
る
記
述
と

し
て
伝
記
・
逸
話
集
（
世
說
新
語
の
如
き
）
の
類
が
編
述
さ
れ
」
た
と
、
史
書
編
纂
の

担
い
手
は
貴
族
で
あ
り
、
伝
記
の
編
纂
に
家
門
の
血
統
を
飾
る
役
割
を
見
い
だ
し
て

い
る
。
ま
た
、「
貴
顕
な
る
地
位
に
あ
る
個
人
及
び
そ
の
属
す
る
家
門
に
対
す
る
関
心

が
つ
よ
い
こ
と
。（
中
略
）
こ
れ
は
耆
旧
伝
や
某
々
別
伝
の
形
で
著
さ
れ
る
も
の
に
つ

い
て
い
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
関
心
は
む
し
ろ
個
人
の
属
す
る
家
族
に
向
け
ら
れ

て
い
る
の
で
、
家
伝
や
譜
系
の
類
が
作
ら
れ
た
事
情
は
当
時
の
門
閥
崇
尚
の
風
潮
と

伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
い
う
迄
も
な
い
」
と
、「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」・「
家
伝
」・「
別

伝
」と
い
っ
た
人
物
伝
の
編
纂
が
個
人
の
事
蹟
を
重
視
し
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、

そ
の
個
人
の
背
後
に
あ
る
家
門
に
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
指
摘
し
て
い
る㉓
。 

人
物
伝
研
究
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
は
、後
漢
末
に
郷
里
社
会
を
中
心
に
流
行
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し
た
人
物
評
に
そ
の
淵
源
を
も
と
め
て
い
る
こ
と㉔
、
ま
た
、
人
物
伝
の
編
纂
が
門
閥
を

重
視
す
る
魏
晋
期
の
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
編
者
、
お
よ
び
関
係
者
の
社
会
的
地
位
向

上
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
確
か
に
後
漢
後
期
、
郷
里
社
会
を
中
心
に
行
わ
れ
た
人
物
評
（
郷
評
）
が
、
政
治

的
社
会
的
に
規
制
力
を
有
し
、
当
該
社
会
に
大
き
な
影
響
、
す
な
わ
ち
、
政
治
的
社
会

的
地
位
の
高
下
を
左
右
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
つ
と
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
お
り
で

あ
る㉕
と
考
え
る
。

人
物
評
と
人
物
伝
の
関
係
に
つ
い
て
渡
辺
義
浩
氏
は
、「
九
品
中
正
制
度
施
行
後
の

人
物
伝
は
、
制
度
の
根
幹
で
あ
る
人
物
評
に
係
わ
る
著
作
と
な
る
だ
け
に
、
大
き
な

政
治
的
影
響
力
を
有
し
た
」㉖
と
す
る
。
確
か
に
人
物
評
は
、
生
き
て
い
る
人
士
を
対

象
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
任
官
の
際
に
重
視
さ
れ
、
大
き
な
政
治

的
影
響
力
を
持
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
の
人
物
評
を

も
と
に
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
被
評
価
者
の
没
後
に
記
さ
れ
た
人
物
伝
が

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
い
っ
た
い
誰
の
社
会
的
政
治
的
地
位
の
向
上
に

役
立
つ
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
た
と
え
人
物
伝
が
人
物
評
を

も
と
に
編
ま
れ
た
と
し
て
も
、
素
材
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
、
そ
の
目
的
を
も
同
じ

く
す
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
実
際
に
、
故
人
の
事
蹟
を
記
録
し
た
人
物
伝
が
当
該
社

会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、
そ
の
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、
と

い
う
問
題
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、曖
昧
な
ま
ま
残
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、

す
べ
て
の
人
物
伝
が
散
佚
し
、
完
本
の
伝
来
が
な
い
と
い
う
史
料
的
制
約
も
あ
り
、

各
人
物
伝
の
内
容
を
も
と
に
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
門
閥
を
重
視
す
る
社
会
の

状
況
に
人
物
伝
の
編
纂
状
況
を
当
て
は
め
る
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
人
物
伝
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
人
物
評
と
人
物
伝
を

区
別
し
、
そ
の
う
え
で
人
物
伝
の
編
纂
が
当
該
社
会
に
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
て
い

た
か
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

第
二
節　
「
先
賢
」
か
ら
「
先
賢
の
家
」
へ

【
表
一
】
に
よ
る
と
、
後
漢
期
に
は
「
先
賢
伝
」
の
編
纂
は
確
認
で
き
ず
、「
耆
旧

伝
」
の
編
纂
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
三
国
期
以
降
、「
先
賢
伝
」
の

編
纂
が
主
流
と
な
る
。
前
稿
に
お
い
て
後
漢
期
に
「
耆
旧
伝
」
は
、「
立
伝
し
た
先
人

を
単
に
理
想
の
人
物
像
と
し
て
明
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
親
族
関
係
に
か
か
わ
ら
ず

尊
ぶ
べ
き
同
郷
の
年
長
者
と
位
置
づ
け
、
歯
位
を
正
す
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
編
纂

が
行
わ
れ
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
こ
の
「
耆
旧
伝
」
の
編
纂
か
ら
「
先
賢
伝
」
の
編

纂
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
魏
の
文
帝
・
明
帝
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
二
十
四
賢
の
選
定
と
二
十
四
賢
状
の
撰
述
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と

の
見
解
を
示
し
た㉗
が
、
そ
こ
で
は
そ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
り
具
体
的
な

検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
こ
れ
を
解
く
手
が
か
り
と
し
て
、
後
漢
期
の
「
耆
旧
伝
」
に
は
み
ら
れ

な
い
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
特
徴
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
編
者
で
あ
る
周
斐
の
一

族
で
あ
る
汝
南
安
城
の
周
氏
出
身
の
立
伝
者
が
確
認
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ

こ
で
以
下
で
は
、『
汝
南
先
賢
傳
』
に
立
伝
さ
れ
た
汝
南
安
城
の
周
氏
と
「
耆
旧
伝
」

の
編
纂
か
ら
「
先
賢
伝
」
の
編
纂
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
た
い
。

ま
ず
、
周
斐
の
一
族
で
あ
る
汝
南
郡
安
城
の
周
氏
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
さ

き
に
挙
げ
た
『
古
今
姓
氏
書
辯
証
』
巻
一
八
に
引
く
『
元
和
姓
纂
』
に
よ
れ
ば
、
漢

の
汝
南
侯
と
な
っ
た
周
仁
の
時
に
汝
南
に
移
っ
た
と
み
え
、
そ
の
六
世
の
後
が
周
燕

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
新
唐
書
』
巻
七
四
下
表
宰
相
世
系
四
下
・
周

氏
・
周
氏
源
流
に
は
、

　

 

周
氏
出
自
姬
姓
。（
中
略
）
平
王
少
子
烈
、
食
采
汝
墳
。（
中
略
）
秦
滅
周
、

其

地
、
遂
爲
汝
南
著
姓
。
生
秀
、
秀
生
仁
、
字
季
房
。
漢
興
、
續
周
之
嗣
、
復
封

爲
汝
墳
侯
、
賜
號
正
公
。
以
汝
墳
下
濕
、
徙
于
安
成
。
十
子
、
長
曰
球
、
執
金
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【表一】「先賢伝」「耆舊伝」一覧
数量 時代 書名 巻数 佚文 編者 出身地 出典 備考
1

後漢 (14)

巴蜀耆舊傳 鄭 蜀郡臨 『華』10 『後漢書』西羌伝に名有
2 陳留耆舊傳 ○ ※袁湯 汝南 『後漢紀』桓帝永興元年条
3 三輔決錄 7 ○ 趙岐・摯虞注 京兆長陵 『隋』 『後漢書』列伝54、『太平御覽』巻518『三輔要錄』有
4 巴蜀耆舊傳 張謙 蜀郡成都 『華』10 『後漢書』列伝17
5 巴蜀耆舊傳 ※王商 廣漢 『華』10 『三國志』巻38許靖伝裴注
6 漢中耆舊傳 祝亀 漢中南鄭 『華』10 『華』10伝有
7 陳留耆舊傳 2 ○ 圏称 『隋』
8 京兆耆舊傳 『文苑英華』巻502策 侯康『補後漢書藝文志』巻3・姚振宗『後漢書藝文志』巻2等に収載
9 馮翊耆舊傳 曾樸『後漢書藝文志考』巻6
10 扶風耆舊傳 曾樸『後漢書藝文志考』巻6
11 三輔耆舊傳 『隋』雑傳序 姚振宗『後漢藝文志』巻2
12 沛國耆舊傳 『隋』雑傳序 姚振宗『後漢藝文志』巻2
13 廬江先賢讚 『隋』雑傳序
14 魯國先賢讚 『隋』雑傳序
15

三國

魏 (6)

州先賢傳 1 仲長統？ 山陽 『隋』・『舊』・『新』 『隋』 は著者未詳。『元和姓纂』巻5「仲長穀著山陽先賢傳，則唐志作仲長統誤」
16 汝南先賢傳 5 ○ 周斐(裴） 汝南 『隋』・『舊』・『新』 『太平御覽』巻973果部、椹に『汝南仙賢傳』蔡順伝有
17 陳留耆舊傳 1 ○ 蘇林 陳留 『隋』・『舊』・『新』 『三國志』巻21劉劭傳裴注『魏略』に伝有、『太平御覽』巻269に『蘇林廣舊傳』有
18 東莱耆舊傳 1 ※王基 東莱曲城 『隋』・『新』 『三國志』巻27伝有
19 海內士品 1 ○ 文帝？ 『隋』・『舊』・『新』 『隋』は編者未詳。『三國志』文帝本紀
20 海內先賢傳 4 ○ 明帝時 『隋』・『舊』・『新』 『三國志』明帝紀
21

呉 (5)

會稽先賢傳 7 ○ ※謝承 会稽山陰 『隋』・『舊』・『新』 『三國志』巻50裴注引『会稽典錄』に伝有
22 吳先賢傳 4 ○ ※陸凱 呉郡呉 『隋』 『三國志』巻61伝有
23 廣州先賢傳 7 ○ ※陸胤 呉郡呉 『舊』・『新』 『三國志』巻61伝有。『初學記』17人事部「陸徹」に作る
24 予章烈士傳 3 徐整 予章 『隋』・『新』
25 桂陽先賢畫贊 1 ○ 張勝 『隋』・『舊』・『新』
26 蜀 (2) 益部耆舊傳 ○ ※陳術 漢中 『三國志』巻41李譔伝、『華』10『三國志』巻41李譔伝。『新』は『益州耆舊雑傳記』2巻を収載
27 益部耆舊傳 14 ○ 陳寿 巴西安漢 『隋』・『舊』・『新』 『晉書』巻82伝有。『初學記』巻6『益都耆舊傳』、『三』38に『益州耆舊傳』有
28

西晉 (6)

交州先賢傳 3 范瑗 『隋』・『舊』・『新』
29 續益部耆舊傳 2 ○ ※常寛 蜀郡江原 『華』11・『隋』 『隋』著者未詳
30 魯國先賢傳 2 ○ 白褒 『隋』・『舊』・『新』 『北』103、藝文9書記42に『魯國先賢志』孔翊伝有、『太平御覽』巻492に『魯國先賢志』有
31 楚國先賢傳 12 ○ 張方 『隋』・『舊』・『新』
32 零陵先賢傳 1 ○ 司馬彪？ 『隋』・『舊』・『新』 『晉書』巻82伝有。『五朝小說』『說郛』は司馬彪撰に作る、『太平御覽』巻390に『陵零先賢傳』有
33 （ 州）山陽先賢傳 仲長穀 『舊』・『新』 丁國鈞『補晉書藝文志』巻2・文廷式『補晉書藝文志』巻2
34

東晉 (6)

長沙耆舊傳讚 3 劉彧 『隋』・『舊』・『新』
35 會稽後賢傳記 2 ○ 鍾離岫 会稽山陰 『隋』・『舊』・『新』 『元和姓簒』巻1「鍾離岫撰会稽後賢傳」
36 會稽典錄 24 ○ 虞預 余姚 『隋』・『舊』・『新』 『晉書』巻82伝有。『晉書』虞預伝中では20巻に作る
37 襄陽耆舊記 5 ○ ※習鑿歯 襄陽 『隋』・『舊』・『新』 『晉書』巻82伝有
38 會稽先賢像賛 5 ○ 賀氏 会稽山陰 『隋』・『舊』・『新』
39 荊州先賢傳 3 ○ 高範 『舊』・『新』
40

宋 (3)
徐州先賢傳賛 9 劉義慶 臨川 『隋』・『舊』・『新』

41 徐州先賢傳 1 劉義慶? 『隋』・『舊』・『新』
42 武昌先賢志 2 ※郭縁生 武昌？ 『隋』・『舊』・『新』
43 梁 吳郡銭塘先賢傳 5 呉均 『舊』・『新』
44 北魏 廣州先賢傳 7 劉芳 彭城 『新』
45

不明 (34)

徐州先賢傳 9 王羲度 『新』
46 陳留先賢像賛 1 陳英宗 『隋』・『舊』・『新』 姚『隋』：「案後漢書蔡邕傳、邕遂死獄中、(中略) 州陳留、聞皆画像而頌焉、此書中之一事也
47 陳留耆舊傳 1 ○ 陳長文 文廷式『補晉書藝文志』巻2
48 廣陵烈士傳 1 華隔 『舊』・『新』
49 魯國先賢傳 ○ 張方賢 『初學記』巻13宗廟
50 先賢行狀 ○ 『三國志』裴注等 『藝文類聚』・『太平御覽』等にも多数佚文あり
51 海內先賢行狀 3 ○ 李氏 『舊』・『新』
52 吳王先賢行狀 ○ 『藝文類聚』巻85
53 漢魏先賢行狀 ○ 『太平御覽』巻253
54 汝南先賢行狀 ○ 『太平御覽』巻403
55 趙吳郡行狀 ○ 『世說新語』賞誉劉孝標注
56 潁川先賢行狀 ○ 『世說新語』
57 四海耆舊傳 1 『隋』・『舊』・『新』
58 南海先賢傳 ○ 『章隋』巻13 『北堂書鈔』巻79設官部孝廉、董政
59 北海耆舊傳 『群輔錄』
60 先賢集 3 ○ 『隋』
61 予章耆舊傳 1 ○ 『章隋』 『太平御覽』巻403に『予章耆舊志』有
62 長沙耆舊傳 ○ 『藝文類聚』巻2･93等
63 長沙舊部傳 ○ 『北堂書鈔』巻97
64 武陵先賢傳 『章隋』巻13・『姚隋』巻20
65 吳國先賢讚 3 『舊』・『新』 『新』は『吳國先賢像賛』3巻に作る
66 諸國清賢傳 1 『隋』
67 濟北先賢傳 1 ○ 『隋』・『舊』・『新』 『聖賢羣輔錄』に済北五龍の記事有
68 廬江七賢傳 2 『隋』・『舊』・『新』
69 山東六賢傳 ○ 『太平御覽』巻979
70 青州先賢傳 ○ 『後漢書』56・『藝文類聚』巻22『章隋』巻13収載
71 桂陽先賢傳 ○ 『太平御覽』巻367・970 『藝文類聚』巻65に『桂陽先賢記』有
72 荊州先徳傳 ○ 『太平御覽』巻37・264 『太平御覽』巻264に『荊州先徳傳』龐士元、周瑜伝有
73 荊州先賢傳 ○ 『太平御覽』巻356 『太平御覽』巻356に『荊州先賢傳』馬良伝有
74 魯子先賢傳 ○ 『北堂書鈔』巻67
75 先賢傳 ○ 『太平御覽』巻616
76 廣陵耆老傳 ○ 『太平御覽』867
77 廣陵耆舊傳 ○ 『北堂書鈔』巻144
78 零陵仙賢傳 ○ 『太平御覽』巻9798 『零陵先賢傳』の誤りか？

※郡太守任官
『隋』＝『隋書』經籍志史部雑傳・『舊』＝『舊唐書』經籍志・『新』＝『新唐書』藝文志・『姚隋』＝姚振孫『隋書經籍志考證』・『章隋』＝章宗源『隋書經籍志考證』・『華』＝『華陽國志』
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吾
、
生
平
陵
令
應
。
應
生
郎
中
・
孝
廉
道
、
道
生
五
官
中
郎
約
、
約
生
決
曹
掾

燕
、
燕
裔
孫
表
。

と
あ
り
、周
氏
は
秦
が
周
を
亡
ぼ
し
そ
の
地
を
併
呑
し
た
の
ち
汝
南
の
著
姓
と
な
り
、

前
漢
成
立
以
降
に
安
成
に
う
つ
っ
た
と
あ
る
。
後
漢
に
い
た
っ
て
も
周
嘉
（
光
武
帝

期
・『
後
漢
書
』
独
行
伝
）・
周
暢
（
周
嘉
の
従
弟
・『
後
漢
書
』
独
行
伝
）・
周
業
（
周
盤

（
磐
）
の
祖
父
）・
周
盤
（
磐
）（
周
燮
の
宗
、
四
九
〜
一
二
一
年
・『
後
漢
書
』
列
伝
二
九
）・

周
燮
（『
後
漢
書
』
列
伝
四
三
）・
周
乗
な
ど
の
名
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
泰
山
太
守

（『
風
俗
通
義
』
巻
五
・
十
反
）、
侍
御
史
・
公
車
司
馬
令
（『
太
平
御
覧
』
巻
二
三
〇
・
職
官
・

公
車
令
に
引
く
『
續
漢
書
』）、
交
趾
刺
史
（『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
五
・
設
官
・
公
車
令
）
な

ど
を
歴
任
し
た
と
さ
れ
る
周
乗
以
降
は
記
録
が
な
い
。
范
曄
『
後
漢
書
』
に
立
伝
は

な
い
が
、『
世
說
新
語
』
賞
誉
第
八
劉
孝
標
注
に
引
く
『
汝
南
先
賢
傳
』
に
、

　

 

周
乘
字
子
居
、
汝
南
安
城
人
。
天
資
聰
明
、
高
峙
嶽
立
、
非
陳
仲
舉
、
黃
叔
度

之
就
則
不
交
也
。
仲
舉
嘗
歎
曰
、周
子
居
者
、眞
治
國
之
器
也
。
爲
太
（
泰
）
山

太
守
、
甚
有
惠
政
。

と
あ
り
、陳
蕃
（
〜
一
六
八
年
）
が
「
眞
治
國
之
器
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
や
、周
挙
・

郭
泰
・
荀
淑
な
ど
と
交
流
の
あ
っ
た
黄
憲
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
、
桓

帝
・
霊
帝
期
の
人
士
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
後
漢
末
か
ら
三
国
魏
に
か
け
て
活
躍

し
た
と
推
定
さ
れ
る
周
斐
の
祖
父
・
父
の
世
代
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

東
晋
陶
潜
撰
『
聖
賢
羣
輔
錄
』
所
引
『
文
帝
令
』
及
び
『
甄
表
狀
』（
以
下
引
用
す
る

『
聖
賢
羣
輔
錄
』
は
『
文
帝
令
』『
甄
表
狀
』
を
指
す
）㉘
に
、「
魏
文
帝
初
爲
丞
相
・
魏
王
、

所
旌
表
二
十
四
賢
、
後
明
帝
乃
述
撰
其
狀
」
と
み
え
る
魏
文
帝
が
後
漢
の
人
士
か
ら

選
定
し
た
二
十
四
賢
の
世
代
と
ほ
ぼ
重
な
る
。

　

ま
ず
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
二
十
四
賢
に
選
定
さ
れ
た
人
士
の
す
べ
て
が
桓
帝

期
か
ら
献
帝
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
人
士
で
あ
り
、
王
暢
の
孫
王
粲
、
李
膺
の
孫
李

宣
、
鄭
玄
の
孫
小
同
と
、
二
十
四
賢
に
選
定
さ
れ
た
人
士
の
一
族
中
に
は
魏
朝
に
属

し
て
い
た
も
の
が
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、『
三
國
志
』
巻
四
高

貴
郷
公
紀
裴
注
に
引
く
『
魏
名
臣
奏
』
に
、

　

 

勵
俗
宣
化
、
莫
先
於
表
善
、
班
祿
敍
爵
、
莫
美
於
顯
能
。（
中
略
）
伏
見
故
簡
大

司
農
北
海
鄭
玄
、
當
時
之
學
、
名
冠
華
夏
、
爲
世
儒
宗
。
文
皇
帝
旌
錄
先
賢
、

拜
玄
適
孫
小
同
以
爲
郎
中
、
長
假
在
家
。

と
、
文
帝
が
二
十
四
賢
に
も
選
定
し
て
い
る
鄭
玄
を
先
賢
と
し
て
表
彰
記
録
し
、
鄭

小
同
を
先
賢
の
孫
と
い
う
立
場
を
も
っ
て
郎
中
と
し
、
長
暇
を
許
し
た
と
あ
る
。
こ

こ
か
ら
先
賢
の
子
孫
で
あ
る
が
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

つ
ぎ
に
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
文
帝
の
二
十
四
賢
選
定
を
受
け
、
明
帝
が

二
十
四
賢
に
状
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
撰
述
さ
れ
た
状
は
、
王
朝

が
公
認
し
た
先
賢
の
事
蹟
で
あ
り
、
先
賢
と
し
て
の
模
範
、
あ
る
い
は
先
賢
と
な
る

た
め
の
条
件
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
に
加
え
て
、
さ
き
に
み
た

先
賢
鄭
玄
の
孫
と
い
う
立
場
を
も
っ
て
鄭
小
同
が
朝
廷
か
ら
遇
さ
れ
た
と
い
う
事
実

は
、当
時
の
人
々
の
耳
目
を
先
賢
に
向
け
さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
先
賢
の
子
孫
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、『
三
國
志
』
巻
五
二
顧
邵
伝
に
、「
起
家

爲
豫
章
太
守
。
下
車
祀
先
賢
徐
孺
子
之
墓
、
優
待
其
後
」
と
、
予
章
太
守
と
な
り
当

地
に
赴
任
し
た
顧
邵
は
、
ま
ず
当
地
の
先
賢
で
あ
る
徐
稚
の
墓
を
祀
り
、
そ
の
子
孫

を
「
優
待
」
し
た
と
あ
る
。
で
は
な
ぜ
先
賢
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
優
待
の
対
象
と

な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
後
漢
書
』
列
伝
五
四
盧
植
伝
に
、

　

 

建
安
中
、
曹
操
北
討
柳
城
、
過
涿
郡
、
告
守
令
曰
、
故
北
中
郎
將
盧
植
、
名
著

海
內
、
學
爲
儒
宗
、
士
之
楷
模
、
國
之
楨
幹
也
。
昔
武
王
入
殷
、
封
商
容
之
閭
、

鄭
喪
子
產
、
仲
尼
隕
涕
。
孤
到
此
州
、
嘉
其
餘
風
。
春
秋
之
義
、
賢
者
之
後
、

宜
有
殊
禮
。
亟
遣
丞
掾
除
其
墳
墓
、
存
其
子
孫
、

致
薄

、
以
彰
厥
德
。

と
、
曹
操
が
涿
郡
の
賢
人
で
あ
る
盧
植
の
墓
を
清
め
、
あ
わ
せ
て
そ
の
子
孫
を
い
た

わ
り
お
供
え
の
酒
を
届
け
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、「
春
秋
の
義
、
賢
者

の
後
、宜
し
く
殊
禮
有
る
べ
し
」
と
い
う
曹
操
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

同
列
伝
五
四
盧
植
伝
李
賢
注
に
『
公
羊
傳
』
昭
公
二
〇
年
を
引
き
、
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君
子
之
善
善
也
長
、
惡
惡
也
短
。
惡
惡
止
其
身
、
善
善
及
子
孫
。
賢
者
子
孫
、

故
君
子
爲
之
諱
也
。

と
、
先
賢
の
子
孫
は
先
賢
の
薫
陶
を
受
け
て
い
る
が
た
め
に
同
じ
く
優
れ
て
い
る
と

い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
よ
り
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、『
三
國

志
』
巻
二
二
廬
毓
伝
裴
注
に
引
く
『
續
漢
書
』
に
、「
春
秋
之
義
、
賢
者
之
後
、
有
異

於
人
」
と
あ
る
。

こ
の
賢
者
の
子
孫
も
ま
た
人
と
異
な
る
と
い
う
認
識
、
お
よ
び
先
賢
の
子
孫
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
優
待
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
当
該
社
会
を
考
え
る
う
え
で
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
認
識
に
立
て
ば
、
先
賢
の
子
孫
も
ま

た
賢
人
と
な
り
、
そ
こ
に
は
代
々
賢
人
を
生
み
出
す
「
先
賢
の
家
」
が
生
み
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
さ
い
、
重
要
と
な
る
の
が
郷
里
社
会
で
先
賢
と
認
定
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な

卓
越
し
た
事
蹟
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
有
無
が
王
朝
公
認
の
先
賢
と
な
る
た
め
の

判
断
材
料
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
卓
越
し
た
事
蹟
を
記
録
し
た

も
の
こ
そ
が
人
物
伝
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、「
耆
旧
伝
」
の
編
纂
か
ら
「
先
賢
伝
」

が
主
流
と
な
っ
た
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
文
・
明
帝
に
よ
る
二
十
四

賢
選
定
、状
の
撰
述
と
い
う
一
連
の
施
策
は
、こ
の
流
れ
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
状
況
が
周
斐
に
『
汝
南
先
賢
傳
』
を
編
纂
す
る

に
あ
た
り
一
族
を
立
伝
せ
し
め
た
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章　

各
種
王
朝
史
の
編
纂
と
『
汝
南
先
賢
傳
』

第
一
節　

中
正
と
故
人
の
状

王
朝
史
の
編
纂
と
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
の
関
係
に
つ
い
て
、余
嘉
錫
氏
は
、『
四

庫
提
要
辯
証
』
巻
七
・
史
部
五
・
地
理
類
一
・『
太
平
寰
宇
記
』
の
条
で
、「
尋
郡
國

書
所
以
及
人
物
者
、
以
補
正
史
所
不
及
」
や
、「
蓋
自
後
漢
以
著
作
之
事
歸
之
東
觀
、

史
由
官
修
、
而
立
傳
之
例
嚴
、
郡
國
之
書
。
由
斯
竝
作
、
以
補
國
史
之
不
及
」
と
、

正
史
や
国
史
と
い
っ
た
王
朝
史
の
不
備
を
補
う
た
め
に
編
ま
れ
た
と
す
る㉙
。
ま
た
、

小
林
昇
氏
も
、
正
史
と
し
て
の
『
東
觀
漢
記
』
が
未
完
で
終
わ
っ
た
こ
と
や
そ
の
評

価
が
芳
し
く
な
い
こ
と
か
ら
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
の
編
纂
に
力
を
注
ぐ
者
が
で
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
加
え
て
周
斐
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
薛
苞
・
鄭
敬

の
記
事
が
『
東
觀
漢
記
』
の
記
事
と
同
一
、
な
い
し
は
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
周
斐

は
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
に
あ
た
り
『
東
觀
漢
記
』、な
い
し
は
先
行
す
る
記
録
に

基
づ
い
た
と
指
摘
す
る㉚
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
両
氏
の
考
え
に
留
意
し
つ
つ
、『
汝
南
先
賢
傳
』
が
ど
の
よ
う

に
編
纂
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
ま
ず
『
東
觀
漢
記
』
と
『
汝
南
先

賢
傳
』
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
と
も
に
佚
文
と
い
う
史
料
的
制
約
は
あ

る
が
、
両
者
の
現
存
す
る
記
事
を
比
較
し
て
み
る
と
、
袁
安
・
周
挙
・
陳
蕃
・
応
順
・

蔡
順
・
薛
苞
・
鄭
敬
の
七
名
が
共
通
し
て
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
小
林
氏
が

指
摘
す
る
薛
苞
の
記
事
に
つ
い
て
、『
太
平
御
覽
』
巻
四
九
一
・
人
事
部
・
慙
愧
に
引

く
『
東
觀
漢
記
』
と
、『
藝
文
類
聚
』
巻
二
〇
・
人
部
四
・
孝
に
引
く
『
汝
南
先
賢

傳
』
を
比
較
し
て
み
た
い
。

『
東
觀
漢
記
』

『
汝
南
先
賢
傳
』

汝
南
薛
苞
字
孟
嘗
、
喪
母
、
以
至
孝
聞
、

父
娶
後
妻
而
憎
苞
、
分
出
、
日
夜
號
泣
、

不
能
去
、
至
被
歐
杖
、
不
得
已
、
廬
於
舍

外
、
旦
入
而
洒
掃
、
父
怒
、
又
逐
之
、
乃

廬
於
里
門
、
晨
昏
不
廢
、
積
歲
餘
、
父
母

慙
而
還
之
、（『
太
平
御
覽
』
巻
四
九
一
・
人

事
部
・
慙
愧
）

薛
苞
好
學
篤
行
、
喪
母
、
以
至
孝
聞
、
父

娶
後
妻
而
憎
苞
、
分
之
令
出
、
苞
日
夜
號

泣
、
不
能
去
、
至
被

杖
、
不
得
已
、
廬

於
舎
外
、
旦
入
而
掃
、
父
怒
、
又
逐
之
、

乃
廬
於
里
門
、
昏
晨
不
廢
、
積
歲
餘
、
父

母
慙
而
還
之
、（『
藝
文
類
聚
』
巻
二
〇
・
人

部
・
孝
）

右
の
よ
う
に
、
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
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こ
か
ら
両
者
の
記
事
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る㉛
。
た
だ
、
鄭
敬

に
つ
い
て
は
、
類
似
す
る
『
東
觀
漢
記
』
の
記
事
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
ほ
か
、
袁
安
・
周
挙
・
陳
蕃
・
応
順
・
蔡
順
に
つ
い
て
も
、
同
一
内
容
を

扱
う
記
事
が
な
か
っ
た
た
め
に
比
較
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
小
林
氏
が
述

べ
る
よ
う
に
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
出
典
の
わ
か
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
『
東
觀
漢

記
』
の
佚
文
や
先
行
す
る
記
録
に
よ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
こ
で
別
の
視
点
か
ら
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
さ
き
に
引

用
し
た
晁
載
之
『
續
談
助
』
巻
四
所
引
殷
芸
『
小
說
』
許
劭
別
伝
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

　

 

汝
南
中
正
周
裴
表
稱
、
許
劭
高
節
遺
風
、
與
郭
林
宗
・
李
元
禮
・
廬
子
幹
・
陳

仲
弓
、
齊
名
。

と
、
魏
の
汝
南
郡
中
正
で
あ
っ
た
周
斐
は
、
後
漢
後
期
に
活
躍
し
た
汝
南
郡
出
身
の

許
劭
に
つ
い
て
「
高
節
遺
風
」
と
い
う
状
に
類
似
し
た
人
物
評
を
与
え
、
同
じ
く
後

漢
後
期
の
郭
林
宗
・
李
元
礼
・
廬
子
幹
・
陳
仲
弓
と
斉
名
と
し
、
表
称
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
郡
中
正
の
職
務
と
し
て
、
任
官
を
希
望
す
る
当
世
人
士
だ
け
で
な
く
、
当

郡
の
故
人
に
つ
い
て
も
人
物
評
、
す
な
わ
ち
状
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
と
し
て
、『
聖
賢
羣
輔
錄
』
に
引
く
二
十
四
賢

状
の
朱
寓
の
状
に
は
、

　

 

司
隷
沛
國
朱
寓
字
季
陵
、
一
名

、
右
一
人
、
訪
其
中
正
無
識
知
行
狀
者
、
告

本
郡
訪
問
耆
老
、
識
（
朱
）
寓
云
、
桓
帝
時
遭
難
、
無
後
。

と
、
朱
寓
の
行
状
（
生
前
の
事
蹟
）
を
知
る
た
め
に
、
中
正
や
中
正
の
下
に
い
る
訪
問

が
朱
寓
の
出
身
地
で
あ
る
沛
を
訪
れ
、郷
里
の
老
人
（
耆
老
）
に
朱
寓
の
こ
と
を
尋
ね

た
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
訪
問
・
中
正
か
ら
の
情
報
を
も
と
に
二
十
四
賢
状
の
撰
述

が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
、
沛
国
で
も
中
正
・
訪
問
に
よ
っ
て
故
人
の
事

蹟
の
収
集
、
状
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
よ
り
、

三
国
魏
の
郡
中
正
が
任
官
希
望
の
当
世
人
士
に
対
す
る
状
だ
け
で
な
く
、
当
郡
の
故

人
に
対
し
て
も
当
世
人
士
同
様
に
状
の
作
成
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、
周
斐
が
汝
南
郡
の
中
正
と
し
て
本
郡
出
身
の
故
人
に
つ
い
て
多
く
の
情
報

を
得
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
情
報
が
郷
里
社
会
か
ら
の
情
報
で
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
『
汝
南
先
賢
傳
』
編
纂
と
無
関
係

で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
。

ま
た
い
ま
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
中
正
が
収
集
し
た
各
郡
国
出
身
の

故
人
の
情
報
（
状
）
が
皇
帝
の
手
に
わ
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で

は
、
中
正
が
各
郡
国
か
ら
収
集
し
た
故
人
の
情
報
が
皇
帝
の
手
に
わ
た
り
ど
の
よ
う

に
利
用
さ
れ
て
い
た
か
を
み
て
お
き
た
い
。
非
常
に
断
片
的
で
は
あ
る
が
、『
聖
賢
羣

輔
錄
』
に
引
く
二
十
四
賢
状
の
申
屠
蟠
の
状
に
は
、

　

 

徴
士
陳
留
申
屠
蟠
字
子
龍
。
狀
、
蟠
年
九
歳
喪
父
、
號
泣
過
於
成
人
、
未
嘗
見

齒
、
每
至
父
母
亡
日
、
三
日
不
食
。
在
塚
側
致
甘
露
、
白
雉
、
以
孝
稱
。
州
郡

表
其
門
閭
、
徴
聘
不
就
、
年
七
十
二
終
於
家
。

と
あ
り
、『
後
漢
書
』
列
伝
四
三
申
屠
蟠
伝
注
に
引
く
『
海
內
先
賢
傳
』
の
申
屠
蟠
の

佚
文
に
は
、「
蟠
在
冢
側
致
甘
露
、
白
雉
、
以
孝
稱
」
と
あ
り
、
短
文
で
は
あ
る
が
同

一
の
記
事
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
『
海
內
先
賢
傳
』
の
編
纂
に

も
各
郡
国
中
正
か
ら
の
情
報
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

つ
ぎ
に
『
海
內
先
賢
傳
』
と
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
関
係
を
う
か
が
う
う
え
で
き
わ

め
て
示
唆
的
な
史
料
を
見
て
お
き
た
い
。
以
下
は
、『
三
國
志
』
巻
二
三
和
洽
伝
裴
注

に
引
く
『
汝
南
先
賢
傳
』
と
『
世
說
新
語
』
賞
誉
三
劉
孝
標
注
に
引
く
明
帝
『
海
內

先
賢
傳
』
の
記
事
で
、
と
も
に
後
漢
後
期
の
汝
南
人
士
で
あ
る
許
劭
に
つ
い
て
の
伝

で
あ
る
。
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【『
汝
南
先
賢
傳
』
と
明
帝
『
海
內
先
賢
傳
』】

『
汝
南
先
賢
傳
』

明
帝
『
海
內
先
賢
傳
』

召
陵
謝
子
微
、
高
才
遠
識
、
見
劭
年
十
八

時
、
乃
歎
息
曰
、
此
則
希
世
出
衆
之
偉
人

也
、
劭
始
發
明
樊
子
昭
於
鬻
幘
之
肆
、
出

虞
永
賢
於
牧
豎
、
召
李
淑
才
鄕
閭
之
閒
、

擢
郭
子
瑜
鞍
馬
之
吏
、
援
楊
孝
祖
、
舉
和

陽
士
、
茲
六
賢
者
、
皆
當
世
之
令
懿
也
、

其
餘
中
流
之
士
、
或
舉
之
於
淹
滯
、
或
顯

之
乎
童
齒
、
莫
不
頼
劭
顧
歎
之
榮
、
凡
所

拔
育
、
顯
成
令
德
者
、
不
可
殫
記
、
其
探

僞
行
、
抑
損
虛
名
、
則
周
之
單
襄
、
無

以
尙
也
、
劭
宗
人
許
栩
、

没
榮
利
、
致

位
司
徒
、
舉
宗
莫
不
匍
匐
栩
門
、
承
風
而

驅
、
官
以
賄
成
、
惟
劭
不
過
其
門
、
廣
陵

徐
孟
本
來
臨
汝
南
、
聞
劭
高
名
、
請
爲
功

曹
、
饕
餮
放
流
、

士
盈
朝
、
袁
紹
公
族

好
名
、
爲
濮
陽
長
、
棄
官
來
還
、
有
副
車

從
騎
、
將
入
郡
界
、
紹
乃
歎
曰
、
吾
之
輿

服
、
豈
可
使
許
子
將
見
之
乎
、
遂
單
車
而

歸
、
辟
公
府
掾
、
拜

陵
令
、
方
正
徵
、

皆
不
就
、
避
亂
江
南
、
所
歷
之
國
、
必
翔

而
後
集
、
終
于
豫
章
、
時
年
四
十
六
、
有

子
曰
混
、顯
名
魏
世
、（『
三
國
志
』
巻
二
三

和
洽
伝
裴
注
）

許
劭
字
子
將
、
虔
弟
也
、
山
峙
淵
停
、
行

應
規
表
、
邵
陵
謝
子
微
、
高
才
遠
識
、
見

邵
十
歳
時
、
嘆
曰
、
此
希
世
之
偉
人
也
、

初
、
邵
拔
樊
子
昭
於
市
肆
、
出
虞
承
賢
於

客
舍
、
召
李
叔
才
於
無
聞
、
擢
郭
子
瑜
於

小
吏
、
廣
陵
徐
孟
本
來
臨
汝
南
、
聞
邵
高

名
、
召
功
曹
、
時
袁
紹
以
公
族
爲
濮
陽

長
、
棄
官
還
、
副
車
從
騎
、
將
入
郡
界
、

乃
嘆
曰
、
許
子
將
秉
持
淸
格
、
豈
可
以
吾

輿
服
見
之
邪
、
遂
單
馬
而
歸
、
辟
公
府

掾
、
敦
辟
皆
不
就
、
避
地
江
南
、
卒
於
豫

章
也
、（『
世
說
新
語
』
賞
誉
三
劉
孝
標
注
）

両
者
の
記
事
を
比
較
し
て
み
る
と
、『
汝
南
先
賢
傳
』
の
記
事
を
『
海
內
先
賢
傳
』

が
要
略
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
周
斐
の
『
汝
南
先
賢
傳
』
と
明
帝
の
『
海
內
先

賢
傳
』
の
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
か
に
つ
い
て
は
、『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
絶
対
年
代

が
確
定
で
き
な
い
た
め
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
皇
帝
が

編
纂
し
た
記
事
を
周
斐
が
書
き
改
め
た
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、『
汝
南
先
賢
傳
』
が

先
行
し
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
海
內
先
賢
傳
』
の
編
纂
に
、

各
郡
国
中
正
の
情
報
の
み
な
ら
ず
、各
郡
国
の
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
が
利
用
さ
れ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
華
陽
國
志
』
巻
一
一
後
賢
志
陳
寿
伝
に
興
味
深
い
記
事
が
あ

る
。

　

 

大
同
後
、
察
孝
廉
。
爲
本
郡
中
正
。
益
部
自
建
武
後
、
蜀
郡
鄭
伯
邑
・
太
尉
趙

產
、
及
漢
中
陳
申
伯
・
祝
元
靈
・
廣
漢
王
文
表
、
皆
以
博
學
洽
聞
、
作
巴
蜀
耆

舊
傳
。
壽
以
爲
不
足
經
遠
、
乃

巴
漢
撰
爲
益
部
耆
舊
傳
十
編
。
散
騎
常
侍
文

立
表
呈
其
傳
、
武
帝
善
之
。（
再
）
爲
著
作
郞
。

こ
こ
で
は
、
郡
中
正
と
な
っ
た
の
ち
陳
寿
が
、
先
行
す
る
「
耆
旧
伝
」
を
あ
わ
せ
て

『
益
部
耆
舊
傳
』を
編
ん
だ
と
あ
る
。
陳
寿
が
周
斐
と
同
様
に
郡
中
正
で
あ
っ
た
こ
と

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
こ
と
は
、
陳
寿
の
編
纂
し
た
『
益
部

耆
舊
傳
』
が
、
散
騎
常
侍
文
立
に
よ
っ
て
武
帝
に
表
呈
さ
れ
、
そ
の
出
来
に
よ
っ
て

著
作
郎
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
べ
て
の
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
が
皇

帝
に
提
出
さ
れ
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、「
耆
旧
伝
」「
先

賢
伝
」
が
皇
帝
の
手
に
届
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て
重
要

で
あ
る
。

以
上
、『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
に
は
、
周
斐
が
汝
南
郡
中
正
と
し
て
郷
里
社
会
か

ら
収
集
し
た
情
報
が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
時
、
郡
中
正
が
任
官

希
望
者
の
み
な
ら
ず
、
同
郡
の
故
人
に
つ
い
て
も
郷
里
社
会
の
情
報
を
も
と
に
状
の

作
成
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
が
二
十
四
賢
状
の
作
成
、『
海
內
先
賢
傳
』

の
編
纂
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
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第
二
節　

王
朝
史
編
纂
と
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」

「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
と
王
朝
史
の
編
纂
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、

東
晋
袁
宏
撰
『
後
漢
紀
』
序
文
が
あ
る
。
そ
の
序
文
で
袁
宏
は
、

　

 

聊
以
暇
日
、
撰
集
爲
後
漢
紀
。
其
所
綴
會
漢
紀
、
謝
承
書
・
司
馬
彪
書
・
華
嶠

書
・
謝
忱
（
沈
）
書
・
漢
山
陽
公
記
・
漢
靈
獻
起
居
註
・
漢
名
臣
奏
、
旁
及
諸

郡
耆
舊
先
賢
傳
、
凡
數
百
卷
。

と
、『
後
漢
紀
』
の
編
纂
に
あ
た
り
、
先
行
す
る
各
種
漢
史
と
と
も
に
諸
郡
の
耆
旧
先

賢
伝
を
参
照
し
た
と
の
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
現
行
の
袁
宏
『
後
漢
紀
』
を
調
べ
て
み

る
と
、孝
章
皇
帝
紀
上
巻
第
一
一
の
薛
苞
の
記
事
に
類
似
が
見
受
け
ら
れ
た
。
た
だ
、

薛
苞
の
記
事
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
み
た
『
東
觀
漢
記
』（『
太
平
御
覽
』
巻
四
九
一
・

人
事
部
・
慙
愧
）
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
た
め
、『
汝
南
先
賢
傳
』（『
藝
文
類
聚
』
巻

二
〇
・
人
部
四
・
孝
）
の
記
事
に
依
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
袁
宏
が
序
文
に
お

い
て
諸
耆
旧
先
賢
伝
を
利
用
し
た
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
王
朝
史
の
編
纂
を
う

か
が
う
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
袁
宏
の
『
後
漢
紀
』
に
関
し
て
は
、
今
後

他
の
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
に
つ
い
て
も
佚
文
集
成
を
行
っ
て
い
け
ば
同
様
の
事
例

が
確
認
で
き
る
と
考
え
る
。

つ
ぎ
に
『
汝
南
先
賢
傳
』
と
范
曄
『
後
漢
書
』
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
さ
き

に
み
た
よ
う
に
、『
汝
南
先
賢
傳
』
で
は
汝
南
郡
三
七
県
中
一
三
の
県
の
出
身
者
の
立

伝
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
范
曄
『
後
漢
書
』
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
汝
南

人
士
（
附
伝
は
薛
包
以
外
は
除
く
）
は
、
平
輿
・
汝
陽
が
各
六
名
・
召
陵
四
名
・
安
城

三
名
・
南
頓
二
名
・
慎
陽
二
名
、
あ
と
西
平
・
宋
・
細
陽
・
征
羌
・
新
息
・
項
が
各

一
名
ず
つ
と
、
三
七
県
中
一
二
県
、
三
一
（
三
二
）
名
の
立
伝
が
確
認
で
き
る
。

『
汝
南
先
賢
傳
』
と
『
後
漢
書
』
の
汝
南
人
士
の
立
伝
を
比
較
す
る
と
、汝
陽
袁
氏

の
扱
い
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
に
は
袁
安
を
筆
頭
に
附
伝
（
一
三
名
）

を
含
め
る
と
数
多
く
の
袁
氏
が
立
伝
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
汝
南
先
賢
傳
』
で
は

袁
安
・
袁

の
み
し
か
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、『
汝
南
先
賢
傳
』
で
の
み
立
伝
が
確

認
で
き
る
上
蔡
・
陽
安
・
新
蔡
・
朗
陵
と
、『
後
漢
書
』
で
の
み
確
認
で
き
る
新
息
・

項
と
い
っ
た
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
の
立
伝
者
お
よ
び
そ
の
出
身
地
は
比
較
的

よ
く
似
て
い
る
。
と
く
に
『
汝
南
先
賢
傳
』
四
六
名
、『
後
漢
書
』
三
一
（
四
五
）
名

中
、
一
七
名
（
袁
安
伝
附
袁

伝
を
含
む
）
が
共
通
し
て
立
伝
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味

深
い
。
ま
た
両
者
の
立
伝
者
か
ら
当
時
の
汝
南
郡
下
に
お
い
て
著
名
な
氏
族
、
お
よ

び
立
伝
者
を
輩
出
す
る
県
に
偏
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

【『
汝
南
先
賢
傳
』
立
伝
者
お
よ
び
出
身
地
一
覧
表
】

県
名

人
名

合
計

安
城

周
燕

周
盤

周
乗

周
燮

黄
穆

5

汝
陽

袁
安

袁

周
防

周
挙

4

召
陵

謝
甄

許
慎

繆
彤

陳
曄

4

平
輿

陳
蕃

許
劭

敞

3

慎
陽

袁

黄
憲

戴
良

3

上
蔡
＊

李
鴻

李
篤

殷

3

西
平

薛
苞

王
納

2

新
蔡
＊

鄭
敬

薛
勤

2

陽
安
＊

黄
浮

王
朔

2

南
頓

応
順

1

細
陽

范
滂

1

宋

郭
憲

1

朗
陵
＊

郭
亮

1

不
明

蔡
順

許
嘉

屈
覇

応
項

王
恢

王
威

李
宣

7

他
郡

陳
寔

胡
定

劉
巴

侯
瑾

葛
玄

介
象

王
渙

7

＊
范
曄
『
後
漢
書
』
に
立
伝
者
な
し
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【
范
曄
『
後
漢
書
』
立
伝
者
お
よ
び
出
身
地
一
覧
表
】

県
名

人
名

合
計

汝
陽

袁
安

袁
紹

袁
術

周
挙

周
防

鍾
興

6

平
輿

陳
蕃

戴
憑

許
楊

廖
扶

許
曼

許
劭

6

邵
陵

陳
翔

謝
甄

許
慎

繆

4

安
城

周
磐

周
燮

周
嘉

3

南
頓

応
奉

蔡
玄

2

慎
陽

黄
憲

戴
良

2

西
平

惲

（
薛
包
）

（
2
）

細
陽

張

1

征
羌
？

范
滂

1

項

蔡
衍

1

宋

郭
憲

1

新
息

高
獲

1

不
明

蔡
順

費
長
房

2

※
（　

）
は
附
伝
者

な
お
、
共
通
の
立
伝
者
一
七
名
の
う
ち
現
存
の
佚
文
か
ら
そ
の
記
事
に
類
似
が
見

出
せ
る
も
の
と
し
て
、
蔡
順·

周
盤
（
磐
）·

周
防·

周
挙·

薛
苞
・
郭
憲
・
黄
憲
の
七

伝
が
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
蔡
順
と
周
防
の
伝
の
比
較
を
し
て
み
る
と
、

【『
汝
南
先
賢
傳
』
と
范
曄
『
後
漢
書
』】

『
汝
南
先
賢
傳
』

范
曄
『
後
漢
書
』

蔡
順
以
至
孝
稱
、
順
少
孤
、
養
母
、
嘗
出

求
薪
、
有
客
卒
至
、
母
望
順
不
還
、
乃
噬

其
指
、
順
卽
心
動
、
弃
薪
馳
歸
、
恐
問
其

故
、
母
曰
、
有
急
客
來
、
吾
噬
指
以
悟
汝

耳
、（『
藝
文
類
聚
』
巻
八
〇
、
火
部
、
薪
炭

灰
）

（
周
）
磐
同
郡
蔡
順
、
字
君
仲
、
亦
以
至

孝
稱
、
順
少
孤
、
養
母
、
嘗
出
求
薪
、
有

客
卒
至
、
母
望
順
不
還
、
乃
噬
其
指
、
順

卽
心
動
、
弃
薪
馳
歸
、
跪
問
其
故
、
母

曰
、
有
急
客
來
、
吾
噬
指
以
悟
汝
耳
、
母

年
九
十
、
以
壽
終
、
未
及
得
葬
、
里
中

蔡
順
母
平
生
畏
雷
、
自
亡
後
、
每
有
雷

震
、
順
輙
環
塚
泣
、
曰
、
順
在
此
、（『
初

學
記
』
巻
一
・
天
部
上
・
雷
）

災
、
火
將
逼
其
舍
、
順
抱
伏
棺
柩
、
號
哭

叫
天
、
火
遂
越
燒
它
室
、
順
獨
得
免
、
太

守
韓
崇
召
爲
東
閤
祭
酒
、
母
平
生
畏
雷
、

自
亡
後
、每
有
雷
震
、順
輒
圜
冢
泣
、曰
、

順
在
此
、
崇
聞
之
、
每
雷
輒
爲
差
車
馬
到

墓
所
、
後
太
守
鮑
衆
舉
孝
廉
、
順
不
能
遠

離
墳
墓
、
遂
不
就
、
年
八
十
、
終
于
家
、

（
列
伝
二
九
周
磐
傳
附
蔡
順
伝
）

周
防
字
偉
公
、
年
十
六
、
任
郡
小
吏
、
世

祖
廵
狩
汝
南
、
召
掾
史
試
經
、
防
尤
能
誦

讀
、
拜
爲
守
丞
、
防
以
未
冠
、
請
去
、
師

事
徐
州
刺
史
蓋
豫
、
明
經
、
舉
孝
廉
、
拜

郎
中
、

（『
太
平
御
覽
』
巻
二
五
三
・
職
官
部
・
郡
丞
）

周
防
字
偉
公
、
汝
南
汝
陽
人
也
、
父
揚
、

少
孤
微
、
常
脩
逆
旅
、
以
供
過
客
、
而
不

受
其
報
、
防
年
十
六
、
仕
郡
小
吏
、
世
祖

巡
狩
汝
南
、
召
掾
史
試
經
、
防
尤
能
誦

讀
、
拜
爲
守
丞
、
防
以
未
冠
、
謁
去
、
師

事
徐
州
刺
史
蓋
豫
、
受
古
文
尙
書
、
經

明
、
舉
孝
廉
、
拜
郎
中
、
撰
尙
書
雜
記

三
十
二
篇
、
四
十
萬
言
、
太
尉
張
禹
薦
補

博
士
、
稍
遷
陳
留
太
守
、
坐
法
免
、
年

七
十
八
、
卒
於
家
、（
列
伝
六
九
上
儒
林
周

防
伝
）

と
あ
り
、
佚
文
と
い
う
性
格
上
、
全
文
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
両
者
の
記

事
の
間
に
近
し
い
関
係
を
見
い
だ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
注
意
す
べ
き

は
記
載
内
容
の
類
似
が
両
者
の
直
接
的
関
係
を
示
す
絶
対
的
な
根
拠
と
は
な
ら
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。
下
記
の
周
盤
（
磐
）
の
例
を
み
て
み
る
と
、

【『
汝
南
先
賢
傳
』・
謝
承
『
後
漢
書
』・
范
曄
『
後
漢
書
』】

『
汝
南
先
賢
傳
』

謝
承
『
後
漢
書
』

范
曄
『
後
漢
書
』

周
盤
字
堅
伯
、
安
成
人
、
周
盤
字
堅
伯
、居
貧
養
母
、
周
磐
字
堅
伯
、
汝
南
安
成
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江
夏
都
尉
遺
腹
子
也
。
居

貧
約
而
養
母
、
儉
薄
。
誦

詩
至
汝
墳
末
章
、
慨
然
而

歎
、（『
太
平
御
覽
』
巻

四
一
四
・
人
事
部
・
孝
下
）

儉
薄
不
充
、
常
誦
詩
至
汝

墳
之
卒
章
、
慨
然
而
歎
、

乃
解
韋
帶
、就
孝
廉
之
舉
、

（『
太
平
御
覽
』
巻
六
一
六
・

学
部
・
読
誦
）

人
、
徵
士
燮
之
宗
也
、（
中

略
）
居
貧
養
母
、
儉
薄
不

充
、
嘗
誦
詩
至
汝
墳
之
卒

章
、
慨
然
而
歎
、
乃
解
韋

帶
、
就
孝
廉
之
舉
、（
列
伝

三
九
周
磐
伝
）

と
、
范
曄
『
後
漢
書
』
の
記
事
は
、『
汝
南
先
賢
傳
』
よ
り
も
謝
承
『
後
漢
書
』
に
近

い
。
つ
ぎ
に
周
挙
の
記
事
を
比
べ
て
み
る
と
、

【『
汝
南
先
賢
傳
』・
司
馬
彪
『
續
漢
書
』・
范
曄
『
後
漢
書
』】

『
汝
南
先
賢
傳
』

司
馬
彪
『
續
漢
書
』

范
曄
『
後
漢
書
』

周
舉
爲

州
刺
史
、
太
原

一
郡
、
舊
俗
以
介
子
推
焚

骨
、
有
龍
忌
之
禁
、
至
其

亡
月
、
咸
言
神
靈
不
樂
舉

火
、
由
是
士
人
每
至
冬
中

輙
一
月
寒
食
、莫
敢
烟
爨
、

老
少
不
堪
、
歲
多
死
者
、

舉
旣
到
、
乃
作
弔
書
以
置

子
推
之
廟
、言
盛
冬
止
火
、

殘
損
人
命
、非
賢
者
之
意
、

以
宣
示
愚
民
、使
還
溫
食
、

於
是
衆
惑
稍
解
、
風
俗
頗

革
、（『
太
平
御
覽
』
巻
二
六
・

時
序
部
・
冬
上
）

周
舉
爲

州
刺
史
、
太
原

舊
俗
以
介
子
推
焚
骸
、
有

龍
忌
之
禁
、輙
一
月
寒
食
、

莫
敢
煙
爨
、
老
少
不
堪
、

歳
歳
多
死
者
、舉
旣
到
州
、

乃
作
弔
書
以
置
子
推
之

廟
、
言
盛
冬
去
火
、
殘
損

人
命
、
非
賢
者
之
意
、
以

宣
示
愚
民
、
使
還
溫
食
、

（『
藝
文
類
聚
』
設
官
・
刺
史
）

舉
稍
遷

州
刺
史
、
太
原

一
郡
、
舊
俗
以
介
子
推
焚

骸
、
有
龍
忌
之
禁
、
至
其

亡
月
、
咸
言
神
靈
不
樂
舉

火
、
由
是
士
民
每
冬
中
輒

一
月
寒
食
、
莫
敢
煙
爨
、

老
小
不
堪
、
歲
多
死
者
、

舉
既
到
州
、
乃
作
弔
書
以

置
子
推
之
廟
、
言
盛
冬
去

火
、
殘
損
民
命
、
非
賢
者

之
意
、
以
宣
示
愚
民
、
使

還
溫
食
、於
是
衆
惑
稍
解
、

風
俗
頗
革
、

（
列
伝
五
一
周
挙
伝
）

と
あ
り
、『
汝
南
先
賢
傳
』
と
范
曄
『
後
漢
書
』
の
周
挙
の
記
事
が
、
司
馬
彪
『
續
漢

書
』
よ
り
も
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
范
曄
が
『
後
漢
書
』

を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
、
先
行
す
る
『
汝
南
先
賢
傳
』・
各
種
後
漢
史
の
い
ず
れ
を
参

照
し
た
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
た
だ
、
取
捨
選
択
は
あ
っ
た
に
せ

よ
范
曄
は
『
後
漢
書
』
の
編
纂
に
あ
た
り
『
汝
南
先
賢
傳
』
を
参
照
し
た
こ
と
は
間

違
い
と
考
え
る
。

以
上
、「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
が
袁
宏
『
後
漢
紀
』
や
范
曄
『
後
漢
書
』
な
ど
の

王
朝
史
を
編
纂
す
る
さ
い
に
材
料
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
当
時

か
か
る
伝
が
、
劉
知
幾
や
『
隋
志
』
史
部
雑
伝
序
の
指
摘
す
る
よ
う
な
史
料
的
価
値

の
低
い
も
の
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。ま
た
、

『
汝
南
先
賢
傳
』
編
纂
に
つ
い
て
い
え
ば
、
小
林
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
東
觀
漢

記
』
や
先
行
す
る
記
録
に
よ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
周
斐
が
郡
中
正
と
し
て

郷
里
社
会
か
ら
収
集
し
た
故
人
の
情
報
が
も
と
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
。

む
す
び
に
か
え
て
―
今
後
の
課
題
―

以
上
、
後
漢
期
に
主
流
で
あ
っ
た
「
耆
旧
伝
」
の
編
纂
か
ら
「
先
賢
伝
」
の
編
纂

へ
と
変
遷
し
て
い
く
過
程
に
は
、
先
賢
の
み
な
ら
ず
そ
の
子
孫
を
も
特
別
視
す
る
社

会
の
風
潮
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の
風
潮
の
な
か
で
、
三
国
魏
の

文
帝
・
明
帝
が
行
っ
た
二
十
四
賢
の
選
定
、
二
十
四
賢
状
の
作
成
は
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
社
会
の
状
況
が
あ
っ
て
は
じ
め
て

「
先
賢
伝
」
の
編
纂
が
社
会
的
政
治
的
地
位
の
向
上
の
手
段
と
な
り
え
た
と
い
え
る
。

そ
こ
で
は
、
家
格
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
優
れ
た
事
蹟
を
有
す
る
先
人
の
存
在
が
前

提
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
周
斐
は
『
汝
南
先
賢
傳
』
に
自
ら
の
一
族
の
立
伝
を
行
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
汝
南
先
賢
傳
』
の
編
纂
に
お
い
て
、
汝
南
郡
中
正
で
あ
っ
た
周
斐
が
任
官

希
望
者
の
状
を
作
成
す
る
の
と
同
様
の
や
り
方
を
も
っ
て
故
人
の
情
報
を
収
集
し
、

状
の
作
成
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
情
報
を
も
と
に
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
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編
纂
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
明
帝
の
『
海
内
先
賢
傳
』
編
纂
に
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
な

ど
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
今
後
は
明
帝
が
設
置
し
た
史
官
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察

を
加
え
る
こ
と
で
、
史
官
制
度
が
確
立
し
た
後
代
の
史
書
編
纂
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

ま
た
『
汝
南
先
賢
傳
』
は
、
た
だ
単
に
各
種
王
朝
史
の
素
材
と
し
て
で
は
な
く
、

よ
り
史
料
と
し
て
の
次
数
が
高
い
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
後
漢

研
究
を
す
る
う
え
で
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
范
曄
『
後
漢
書
』
の
問
題
を
考
え
る

う
え
で
も
重
要
な
史
料
と
な
る
。

最
後
に
佚
文
集
成
の
意
義
に
つ
い
て
は
、現
存
す
る
四
七
種
す
べ
て
の
「
耆
旧
伝
」

「
先
賢
伝
」
の
佚
文
を
収
集
し
、
輯
本
を
作
成
し
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
後
漢
か
ら

東
晋
末
に
か
け
て
流
行
を
み
た
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
の
時
代
的
地
域
的
特
質
を
よ

り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
し
か
利
用

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
耆
旧
伝
」「
先
賢
伝
」
の
佚
文
を
収
集
す
る
こ
と
で
ま
と
ま
り

を
も
っ
た
史
料
群
と
し
、
各
種
王
朝
史
と
の
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
新
し
い
歴
史
像

の
構
築
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注①　
﹇
唐
﹈
劉
知
幾
撰
・﹇
清
﹈
浦
起
龍
釋
『
史
通
通
釋
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、一
九
七
八

年
）、
二
七
四
頁
・
二
七
五
頁
、
参
照
。

②　

狩
野
直
禎
「
華
陽
国
志
の
成
立
を
廻
っ
て
」（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
二
一
、

一
九
六
三
年
）、
渡
部
武
「「
先
賢
伝
」「
耆
旧
伝
」
の
流
行
と
人
物
評
論
の
関
係
に
つ

い
て
」（『
史
観
』
八
二
、一
九
七
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

③　

拙
稿
「「
先
賢
伝
」「
耆
旧
伝
」
の
歴
史
的
性
格
―
漢
晋
時
期
の
人
物
と
地
域
の
叙
述

と
社
会
―
」（『
中
国
社
会
と
文
化
』
二
一
、二
〇
〇
六
年
）、「
状
と
「
先
賢
伝
」「
耆
旧

伝
」
の
編
纂
―
「
郡
国
書
」
か
ら
「
海
内
書
」
へ
―
」（『
東
洋
学
報
』
九
一
―
三
、

二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

④　
「
烈
士
伝
」・「
六
賢
伝
」・「
七
賢
伝
」
や
「
先
賢
行
状
」
と
い
っ
た
も
の
も
「
耆
旧

伝
」「
先
賢
伝
」
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
。

⑤　

先
行
す
る
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
佚
文
集
成
に
つ
い
て
は
、
劉
緯
毅
『
漢
唐
方
志
輯

佚
』（
北
京
図
書
館
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
が
あ
り
、
五
八
条
の
佚
文
、
計
三
一
名

を
収
録
し
て
い
る
が
、
遺
漏
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、
他
の
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
佚
文

集
成
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
周
斐
『
汝
南
先
賢
伝
』
輯
本
」（『
東
洋
史
論
叢
』
第
一
六

号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

⑥　
（
南
朝
梁
）
殷
芸
編
纂
、周
楞
伽
輯
註
『
殷
芸
小
說
』（
中
國
古
典
小
說
研
究
資
料
叢

書
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
八
六
頁
。
姚
振
宗
『
隋
書
経
籍
志
考
證
』
巻

二
〇
・
史
部
一
〇
・
雑
伝
類
、
汝
南
先
賢
伝
五
巻
魏
周
斐
撰
の
条
に
は
、「
周
斐
始
末

未
詳
。
宋
晁
載
之
續
啖
助
鈔
殷
芸
小
說
、載
汝
南
中
正
周
裴
（
斐
）
表
。
蓋
嘗
爲
本
郡

中
正
者
」
と
あ
る
。

⑦　

現
行
の
『
元
和
姓
纂
』
巻
五
で
は
、「
魏
周
裔
、
孫
浚
」
と
、
周
斐
を
周
裔
と
作
っ

て
い
る
。

⑧　

周
斐
の
出
身
地
で
あ
る
安
城
（
安
成
）
に
つ
い
て
は
、『
續
漢
書
』
地
理
志
で
は
「
安

城
」
に
、『
晉
書
』
地
理
志
で
は
「
安
成
」
と
い
う
よ
う
に
史
料
に
よ
っ
て
二
つ
の
表

記
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
安
城
に
統
一
し
、
史
料
引
用
の
さ
い
は
、
史

料
表
記
に
よ
っ
た
。

⑨　

余
嘉
錫
「
殷
芸
小
說
輯
證
」（『
余
嘉
錫
論
学
雑
著
』
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）

三
〇
六
頁
、
も
「
裴
」
を
「
斐
」
と
す
る
。

⑩　

宮
崎
市
定
氏
（『
九
品
官
人
法
の
研
究
―
科
挙
前
史
―
』
東
洋
史
研
究
会
、一
九
五
六

年
）
は
、「
七
品
起
家
を
見
る
と
、
そ
の
父
は
当
時
何
れ
も
三
品
官
で
あ
る
。（
中
略
）

当
時
普
通
の
名
家
の
子
弟
の
優
秀
な
者
は
概
ね
郷
品
三
品
を
得
て
、公
府
の
掾
属
か
ら

起
家
す
る
の
か
常
で
あ
っ
た
」（
一
一
七
頁
）
と
指
摘
す
る
。

⑪　

萬
斯
同
『
晉
方
鎭
年
表
』（『
二
十
五
史
補
編
』
中
華
書
局
、
一
九
五
五
年
）
第
三

冊
、
三
三
九
〇
頁
、
参
照
。

⑫　

宮
崎
前
掲
書
（
一
一
四
・
一
一
五
頁
）
参
照
。

⑬　

宮
崎
市
定
氏
（
前
掲
書
）
は
、「
子
が
二
十
歳
に
な
る
前
に
父
が
一
品
官
に
な
る
に

は
、
余
程
出
世
が
早
い
か
、
或
い
は
余
程
晩
年
に
子
を
生
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
一
一
五
・
一
一
六
頁
）
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
は
五
品
官
起
家
の
事
例
で
あ
る
が
、六

品
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

⑭　
『
晉
書
』
巻
六
九
周
顗
伝
で
は
「
武
城
侯
」
と
す
る
が
、『
晉
書
』
巻
六
一
周
浚
伝
で

は
「
成
城
侯
」
と
す
る
。
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⑮　

宮
崎
前
掲
書
（
二
三
八
頁
）
参
照
。

⑯　

矢
野
主
税
『
魏
晋
百
官
世
系
表
』（
長
崎
大
学
史
学
会
、一
九
六
〇
年
）
二
分
冊
目
、

九
・
一
〇
頁
を
参
照
。

⑰　

拙
稿
二
〇
一
〇
年
、
参
照
。

⑱　

袁

に
つ
い
て
は
、『
世
說
新
語
』
徳
行
第
一
劉
孝
標
注
に
引
く
『
汝
南
先
賢
傳
』

は
「
袁
宏
」
に
、『
太
平
御
覽
』
巻
二
六
四
・
職
官
部
・
功
曹
参
軍
は
「
袁

」
に
、

范
曄
『
後
漢
書
』
列
伝
四
三
黄
憲
伝
で
は
「
袁

」
に
作
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
余
嘉
錫

は
『
世
說
新
語
箋
疏
』（
五
頁
）
で
、『
文
選
集
註
』
巻
一
一
六
李
善
注
に
引
く
范
曄

『
後
漢
書
』
が
「
袁

」
と
作
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「

」
で
あ
る
と
す
る
。

⑲　

范
曄
『
後
漢
書
』
列
伝
五
七
范
滂
伝
で
は
、「
范
滂
字
孟
博
、
汝
南
征
羌
人
也
」
と

あ
る
が
、同
列
伝
注
に
引
く
謝
承
『
後
漢
書
』
に
は
「
汝
南
細
陽
人
也
」
と
あ
る
。
ま

た
、『
世
說
新
語
』
賞
誉
第
八
劉
孝
標
注
に
引
く
張
璠
『
漢
紀
』
は
「
汝
南
伊
陽
人
」

と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
惠
棟
は
、汝
南
郡
に
伊
陽
が
な
い
こ
と
か
ら
細
陽
の
誤
り
で

は
な
い
か
と
し
て
い
る
（『
後
漢
書
集
解
』
列
伝
五
七
范
滂
伝
）。

⑳　
『
太
平
御
覽
』
巻
二
六
八
・
職
官
部
・
良
令
長
下
に
引
く
『
汝
南
先
賢
傳
』
は
「
陳

曄
」
に
作
る
。

㉑　

李
先
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
佚
文
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。

㉒　

汝
南
郡
汝
陽
の
袁
氏
と
門
生
故
吏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
靖
「
漢
末
門
生
・

故
吏
考
―
汝
南
袁
氏
の
場
合
―
」（『
史
友
』
一
四
、一
九
八
二
年
）、山
崎
光
洋
「
後
漢

時
代
の
汝
南
の
袁
氏
に
つ
い
て
」（『
立
正
大
学
』
五
三
、一
九
八
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

㉓　

宮
川
尚
志
「
六
朝
時
代
の
史
学
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
―
六
、一
九
四
〇
年
）
参
照
。

な
お
、
人
物
伝
の
流
行
の
背
景
に
門
閥
社
会
の
存
在
を
見
い
だ
す
も
の
と
し
て
は
、
銭

穆
「
略
論
魏
晋
南
北
朝
学
術
文
化
与
当
時
門
第
之
関
係
」（『
中
国
学
術
思
想
史
論
叢
』

東
大
図
書
公
司
、
一
九
八
五
年
）、
周
一
良
「
魏
晋
南
北
朝
史
学
発
展
的
特
質
」（『
魏

晋
南
北
朝
史
論
集
』
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

㉔　

胡
宝
国
「
雑
伝
与
人
物
品
評
」（『
漢
唐
間
史
学
的
発
展
』
商
務
印
書
館
、二
〇
〇
三

年
）。

㉕　

東
晋
次
『
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
』
第
五
章
「
地
方
社
会
の
変
容
と
豪
族
」
第
三

節
「
豪
族
社
会
の
構
造
と
選
挙
」（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

㉖　

渡
辺
義
浩
「「
史
」
の
自
立
―
魏
晋
期
に
お
け
る
別
伝
の
盛
行
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
史
学
雑
誌
』
一
一
二
―
四
、二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

㉗　

拙
稿
二
〇
〇
九
年
、
参
照
。

㉘　

本
稿
で
は
、
台
湾
国
家
図
書
館
所
蔵
、
明
・
馮
夢
龍
編
『
五
朝
小
說
』
明
末
刊
本
収

載
の
『
聖
賢
羣
輔
錄
』
を
用
い
た
。

㉙　

余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
弁
証
』（
全
四
冊
、中
華
書
局
、一
九
八
〇
年
）、三
九
七
・
三
九
八

頁
を
参
照
。

㉚　

小
林
昇
「
魏
晋
時
代
の
伝
記
と
史
官
」（
初
出
、
一
九
七
三
年
。
の
ち
『
中
国
・
日

本
に
お
け
る
歴
史
観
と
隠
逸
思
想
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
三
年
所
収
）
参

照
。

㉛　

こ
の
薛
苞
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
袁
宏
『
後
漢
紀
』
孝
章
皇
帝
紀
上
巻
第
一
一
・
范

曄
『
後
漢
書
』
列
伝
二
九
薛
包
伝
に
も
類
似
の
記
事
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
范
曄

『
後
漢
書
』
は
薛
包
に
作
る
。

（
阪
南
大
学
非
常
勤
講
師
）


